
別表２　 適用区分表
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１４日 １０日 １日 １日 ２～５日 １日 １０日 ７～１０日 １日 １０日 １日

Ａ 新鮮胚移植を実施

Ｂ 凍結胚移植を実施

Ｃ 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

Ｄ 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

Ｅ 受精できず
または、胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

Ｆ
採卵したが卵が得られない、又は

状態のよい卵が得られないため中止

Ｇ 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止

Ｈ 採卵準備中、体調不良等により治療中止

注１　上記期間等はあくまでも目安であり、実際は、医療機関が一連の治療期間や必要な保険診療とみなし、実施したものが対象となります。

注２  Ｂについては、採卵・受精後、１～３周期等主治医が判断した期間をあけて、母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合
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注３  採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合又は、精子は得られたがＧ及びＨにより治療を
　　中止した場合も男性不妊治療は助成の対象となります。この場合の 当該治療の終期は、不妊治療に係る主治医が当該不妊治療を終了したと判断した日となります。
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